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○嘉麻市有料広告掲載事業実施規程 

平成２６年１月２４日 

告示第１１号 

改正 平成３０年６月２６日告示第３５号 

（目的） 

第１条 この告示は、民間企業等の広告を有料で市の資産に掲載する事業を

実施することにより、市の新たな財源を確保し、もって地域経済の活性化

及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１） 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち広告掲載が可能なものをい

う。 

ア 市が発行する印刷物 

イ 市ホームページ 

ウ その他広告媒体として活用できる資産で市長が認めるもの 

（２） 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出する

ことをいう。 

（３） 広告主 広告掲載を行う者（広告取扱業者を通じて広告掲載を行

う者を含む。）をいう。 

（４） 広告取扱業者 広告主を代行して広告掲載を行う広告代理業者（広

告看板の製作業者等を含む。）をいう。 

（一部改正〔平成３０年告示３５号〕） 

（広告掲載の基準） 

第３条 掲載しようとする広告の内容が次の各号のいずれかに該当するとき

は、広告掲載をすることができない。 

（１） 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

（２） 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

（３） 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの 

（４） 政治性又は宗教性のあるもの 
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（５） 個人の氏名を広告するもの 

（６） 社会問題についての主義主張に当たるもの 

（７） 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの 

（８） 美観風致を害するおそれがあるもの 

（９） 他を誹謗中傷し、又は排斥するもの 

（１０） 市の品位を損なうおそれのあるもの 

（１１） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３

年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業に関するもの 

（１２） 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する

貸金業に関するもの 

（１３） その他広告掲載をすることが適当でないと市長が認めるもの 

２ 広告主又は広告取扱業者（以下「広告主等」という。）が次の各号のい

ずれかに該当する者であるときは、広告掲載をすることができない。 

（１） 市税等を滞納している者 

（２） 嘉麻市暴力団等追放推進条例（平成２１年嘉麻市条例第２４号）

第２条に規定する暴力団員又は暴力団関係者である者 

３ 前２項に定めるもののほか、広告掲載に関し、必要な基準は、市長が別

に定める。 

（一部改正〔平成３０年告示３５号〕） 

（広告掲載料及び広告掲載の規格等） 

第４条 広告掲載料及び広告掲載の規格、広告期間、広告の作成方法等は、

広告媒体ごとに市長が別に定める。 

（広告掲載の募集） 

第５条 広告掲載の募集は、次に掲げる方法により行うものとする。 

（１） 市広報紙への掲載 

（２） 市ホームページへの掲載 

（広告掲載の申込み） 

第６条 広告掲載を行おうとする者（以下「申込者」という。）は、嘉麻市

有料広告掲載申込書（様式第１号）に広告案を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 
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（広告掲載の決定等） 

第７条 市長は、前条に規定する申込書の提出を受けたときは、当該広告案

の内容等を審査のうえ、掲載の可否について決定を行い、その結果を嘉麻

市有料広告掲載決定（却下）通知書（様式第２号）により、申込者に通知

するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による広告掲載の決定に当たっては、当該広告掲載

について必要な条件を付すことができる。 

（一部改正〔平成３０年告示３５号〕） 

（広告掲載料の納付等） 

第８条 前条第１項の規定による広告掲載の決定通知を受けた者は、市長が

指定する期限までに広告掲載料を納付しなければならない。ただし、市長

が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

２ 既に納付された広告掲載料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と

認めるときは、この限りでない。 

（広告掲載の取消し） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、広告掲載

を取り消すことができる。 

（１） 広告内容等が第３条の規定による広告掲載の基準に違反したとき。 

（２） 広告主等が第７条第２項の規定による条件に違反したとき。 

（３） 広告主等が市長が指定した期限までに広告掲載料を納入しなかっ

たとき。 

（４） 広告主等が市長が指定した期限までに広告原稿を納入しなかった

とき。 

（５） 広告掲載が市の業務に支障があると認めるとき。 

（６） その他市長が特に必要と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により広告掲載を取り消したときは、嘉麻市有料広

告掲載取消通知書（様式第３号）により、当該広告主等に通知しなけばな

らない。 

（広告内容に関する責任） 
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第１０条 広告掲載に係る広告の内容に関する責任は、広告主等が負うもの

とする。 

（業務の委託） 

第１１条 市長は、この告示に基づく有料広告掲載事業の実施に当たっては、

その業務の一部を適当と認める者に委託することができる。 

（その他） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（嘉麻市有料広告事業に関する基本規程の廃止） 

２ 嘉麻市有料広告事業に関する基本規程（平成２０年嘉麻市告示第２３号。

以下「旧規程」という。）は、廃止する。 

（嘉麻市有料広告事業に関する基本規程の廃止に伴う経過措置） 

３ この告示の施行の際現に旧規程の規定により広告掲載の決定を受けて広

告掲載を行っている者は、この告示の相当規定によりなされたものとみな

す。 

附 則（平成３０年６月２６日告示第３５号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

２ この告示の施行の際現にあるそれぞれの告示に規定する旧書式による用

紙は、当分の間、なお所要の修正をして使用するこができ、又は現に残存

するものについては、これを使用することができる。 


